
資料１ 

                                 

春の交通安全県民運動の期間・重点等について 

 

１ 期間等 

⑴ 運動期間 

令和８年４月６日（月）から同月１５日（水）までの１０日間 

⑵ 交通事故死ゼロを目指す日 

令和８年４月１０日（金） 

 

２ 運動の重点 

○ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

○ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

○ 飲酒運転の撲滅 ※福岡県独自の項目として設定 

 

※ 春の全国交通安全運動重点は 

○ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

○ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

 の３項目で設定 

 

３ 運動の重点の選定理由 

⑴ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

令和７年中の歩行者関連事故は２，０９９件（前年比-２０３件）、歩行中死者数は３８

人（前年比-２人）とともに減少しているものの、全死者数（８５人）の約４割を歩行者

が占めているほか、約７割（２７人）を６５歳以上の高齢者が占める状況にある。 

また、例年、入園・入学を迎える４月以降に幼児・児童の歩行者関連事故が増加す

る傾向にあるほか、こどもの歩行中負傷者数の３割以上が登下校中であるなど、依

然として道路においてこどもや高齢者などの歩行者が危険にさらされている。 

さらに、こどもに限らず、歩行者側にも走行車両の直前直後横断や横断歩道外横

断等の法令違反も認められる。 

加えて、令和８年９月１日には、生活道路における法定速度が３０キロメートル毎時

に引き下げられる改正道路交通法が施行される。 

このため、全ての歩行者に対し、歩行中の交通事故実態の周知を図り、正しい道路

横断等の実践を促すとともに、生活道路における法定速度の引き下げの広報啓発

など「生活道路は人が優先」という意識を浸透させ、こどもを始めとする歩行者の安

全を確保する必要がある。 

 

 

 

 

 



⑵ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

令和７年中の道路横断中の事故は１，０１３件（前年比-１８１件）で減少しているもの

の、そのうち横断歩道横断中の事故が５８８件（前年比-１２７件）と約６割を占めてお

り、いまだに横断歩道において歩行者の安全が確保されていない状況にある。 

また、スマートフォン等の画像を注視するなどして自動車を運転する「ながらスマ

ホ」が要因となった事故が発生しているほか、シートベルト・チャイルドシートの非着

用により死傷する交通事故も発生している。 

このため、全ての運転者に対して、横断歩道における歩行者優先義務、「ながらス

マホ」の危険性、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用及びチャイルドシ

ートの正しい使用方法をそれぞれ周知し、安全運転意識の向上を図る必要がある。 

 

⑶ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

令和７年中の自転車関連事故は、発生件数、死者数、負傷者数はいずれも減少して

いるものの、自転車が当事者となった交通事故には自転車側に法令違反が認めら

れる場合があるなど、基本的な交通ルールが遵守されておらず、さらに、自転車利

用者の交通ルール・マナーの向上を求める声も少なくない状況である。 

 そのような中、本年４月１日には自転車事故を防ぐことを目的として、自転車の

一定の交通違反に対して交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）が導入されること

から、同制度の周知が求められるところである。 

 また、自転車乗車用ヘルメットの着用率は年々向上しているものの、「こどもの手

本」となる大人の着用率は低調であるほか、特定小型原動機付自転車利用者による

通行区分違反（歩道通行）や酒気帯び運転などの違反が後を絶たない状況にある。 

   このため、県民に対し、自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理 

解・遵守を徹底させる必要がある。 

 

⑷ 飲酒運転の撲滅 

令和７年中の飲酒運転による交通事故は９６件（前年比±０件）で、６年ぶりに増加

した令和6年と同数であり、全国的に見ても高水準で推移しているなど、飲酒運転

の撲滅には程遠い状況にある。 

本年は平成１８年８月２５日に発生した、海の中道大橋において幼児３名が犠牲と

なった飲酒運転事故から２０年、平成２３年２月９日に発生した、粕屋町において高

校生２名が犠牲となった飲酒運転事故から１５年の節目の年であり、年月の経過に

より、このような痛ましい飲酒運転事故の記憶の風化が懸念されるところである。 

このような状況の中、春は歓迎会などの開催により、飲酒の機会が増えることが予

想されることから、飲酒運転事故の悲惨さ、罰則を始めとする飲酒運転の代償、「福

岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」における「１１０番通報義務」の周知を

図るなど、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」という

県民意識の一層の定着を図り、県民と一丸となって飲酒運転の撲滅に向けた取組

を展開する必要がある。 

 

４ 実施要綱 

  資料２「春の交通安全県民運動実施要綱」のとおり 

 



５ 主要行事の開催 

⑴ 開催日時 

令和８年４月６日（月）午後２時～  

⑵ 開催場所 

ＪＲ博多駅前広場 

⑶ 内容 

  「春の交通安全フェアｉｎ博多」 

・ 主催者挨拶（県、県警察、福岡市） 

・ 交通安全アトラクション 

・ 「黄色いワッペン」寄贈式 

・ 県警察音楽隊による演奏 

・ 街頭キャンペーンによる広報啓発 等 

⑷ その他 

県庁１階ロビーにおいて、ポスター等の掲示及び啓発物の配架を予定 

 

６ ポスター・チラシ等の製作 

⑴ スローガンについて 

    「ただいまの 笑顔で今日も 会えますように」（福岡県交通安全スローガン） 

  を採用予定 

⑵ ポスターについて 

第３８回交通安全フォトコンテスト入賞作品を素材とし、「春の交通安全県民運動」 

にふさわしいポスターを作成予定 

 

７ 県民運動実施に伴う全体会議について 

全体会議については実施せず、実施通知を送付 


